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2022年4月1日、改正民法が施行され、20歳から18
歳に成年年齢が引き下げられた。これにより、法律上、18
歳になると成年と認められ、親権者の同意なく契約がで
き、携帯電話の購入や賃貸契約などができるようになっ
た。
　一方、改正により18・19歳からは、これまで未成年者を
消費者被害から守る最大の防波堤であった未成年者取消
権が失われることとなり、悪質事業者のターゲットとなるこ
とが懸念されていた。未成年者取消権とは未成年者が契
約する際、原則として親権者の同意が必要であり、同意が
無ければ契約を取り消すことができるという権利である。
　これまでも、未成年者取消権が行使できなくなる20歳
になると、マルチ商法等の苦情相談が急激に増加してい
た。クレジットカードを作成し多額の借金をして、返済に苦
慮する若者もいる。成年年齢が引き下げられると、未成年
者取消権が行使できなくなる18歳からこのような問題が
発生することは容易に想定される。

狙われる若年成人を守るための対策を提案
　こうしたことから、判断力・知識・経験等の不足につけ込
んで消費者契約を締結させるいわゆる「つけ込み型」不当
勧誘について、早急に消費者契約法の取消権を整備する
必要があることから、立憲民主党は「消費者の権利実現法
案」を208回通常国会で衆議院に提出した。
　なお、政府は、未成年者取消権の喪失に対応する法整備
ができているとし、今回の成年年齢引き下げを行ったが、
アダルトビデオ出演被害防止・救済法の議論からも成年年
齢引き下げに対応する法整備に抜け落ちがあることが明
らかとなった。
　法案は審査未了となったが、立憲民主党は、今後も若年
成人が社会に参画するスタートラインから消費者被害に遭
うことがないよう、政策実現を求めていく。

　立憲民主党は207回臨時国会で「国会議員の
歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正
する法律案」（文書通信交通滞在費＜文通費＞日
割法案、207回臨時国会衆法4号）を提出した。
2021年10月31日実施の衆議院総選挙で当選
した新人議員が在任わずか1日で月額100万円
の文通費を支給されたことが問題となったことか
ら、文通費について①日割支給導入、②同年10月
分の差額の自主国庫返納を可能に、③使途報告・
公開、などを定める。衆議院議院運営委員会で継
続審議となった。

与野党協議で自民が通常国会中の決着拒否
　208回通常国会で文通費改革を議論する与野
党協議会が始まった。協議会では文通費の過去の
改正経緯などを踏まえ、①まず名称を「調査研究広
報滞在費」に変える、②目的を国政に関する調査研
究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行う
ために支給すると改める、③解散や死亡時を除き
日割支給とする、という成案をまとめた。この成案
が「国会法及び国会議員の歳費、旅費及び手当等
に関する法律の一部を改正する法律案」（208回
通常国会衆法29号）として衆議院議運委員長提案
により衆参両院で賛成多数で可決・成立した。
　協議会ではその後、同費の使途についての協議
を重ね、「政治活動の自由を確保し、国会議員の自
律的判断を尊重する観点と、誤解を与えやすい費
目に対する支出は極力抑制的であるべきとの観点
の折衷点を如何に導き出すか」などについて国対
委員長間での政治判断を求める整理を会期末が
近づく6月9日までに行ったが、最終的に自民党が
会期内決着を拒否し、残る議論は先送りされた。

文通費改革の
取り組み

政治とカネ問題を
国民目線で改革

成年年齢引き下げに対応する

消費者の権利
実現法案
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第3章  焦点となった法案・課題への対応

　2007年の教育職員免許法改正により、2009年か
ら導入された教員免許更新制は、教員に必要な資質
能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身
に付けることを目的とされていたが、現役の教員が10
年に一度更新手続きをすることは、30時間以上の講
習時間や自己負担となる受講料などの面で負担が大
きく、さらに更新を怠ったために免許を失う「うっかり
失効」なども発生したため、立憲民主党は廃止を求め
てきた。
　政府・文部科学省は、更新制度の総括をせずに失敗
とは認めないながらも、制度を「発展的に解消」させる
とし、208回通常国会で「教育公務員特例法及び教育
職員免許法の一部を改正する法律案」を提出した。

教職員が子どもに向き合う環境づくりを推進
　法案には、更新制度の廃止とあわせて、「新たな研
修制度」の創設が盛り込まれ、さらにその詳細は今後
決定する指針やガイドラインに委ねられたため、実効性
のある研修ができないばかりか、教員の多忙化につな
がる懸念があった。
　そのため立憲民主党は、「新たな研修制度」に関す
る部分は削除し、教育職員の資質の保持と向上のた
めの施策の効果的な実施の在り方についての検討条
項を加えた修正案を提出したが、修正案は否決され
た。懸念事項については附帯決議を付したうえで、原
案には賛成し、法案は可決・成立した。更新制度は、実
質的に2022年6月30日をもって「廃止」されること
となった。
　立憲民主党は引き続き、教員の定数改善、働き方改
革、業務内容の改善や担い手不足の解消等を進め、教
員がより子どもたちと向き合う時間を確保できる政策
を進めていく。

　水田活用の直接支払交付金（水活交付金）は、主
食用米からの転作を行った農家の所得を補償する
もので、農家の経営安定に極めて重要な役割を果
たしている。政府は2021年12月、水活交付金の
対象見直しを決定したが、生産農家にとっては突
如のことで、離農や耕作放棄地の増加等、地域農
業の基盤を維持できるか懸念された。立憲民主党
は、見直しをいったん白紙に戻すことなど、政府に
対応を求めてきた。

農家の不安払拭と経営基盤安定に向け法案
提出
　現場農家の不安の声に十分応えていない政府
に対し、立憲民主党は、農家の不安払拭と農業経
営基盤の安定を図るため、法律で制度の恒久化と
安定化を図るべきと考え、議員立法「水田活用直
接支払交付金法案」を作成した。法案は、かつて衆
議院へ提出した「農業者戸別所得補償法案」のう
ち、水活交付金に係る部分を抽出し、法制化したも
のである。現在、予算措置で行われている制度を
法律により担保する位置付けである一方で、政府
が見直しで実施するような、定期的に水張りを
行っていること等の要件は定めていない。
　立憲民主党は208回通常国会で、国民民主党、
社会民主党、無所属の議員とともに本法案を参議
院に提出し、与党などへ法案の賛同を求めたが、
未付託未了となった。
　立憲民主党は、今後も農業経営の安定及び農業
生産力の確保を図るため、水活交付金を含めた
「農業者戸別所得補償法案」の再提出も視野に、さ
らなる対応を図っていく。

法律による制度の恒久化を
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等改正
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